
警 察 署 協 議 会 議 事 録

協議会名 令和６年第１回宮城県大河原警察署協議会

開催日時 令和６年２月2 9日（木） 午 後 ２ 時 0 0 分 か ら

午 後 ３ 時 0 0 分 ま で

開催場所 宮城県大河原警察署大会議室

１ 協議会委員

村上弘毅会長、中村弘一郎副会長、木幡信子委員、遠藤正樹委員

橋本鈴江委員、丹羽幸子委員、藤原義信委員

出席者等

２ 警察署側

署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、刑事課長

交通課長、警備課課長代理、警務係長、地域係長

別紙のとおり

議事概要

備 考



別紙

１ 報告事項等

⑴ 令和５年中の大河原警察署管内の治安情勢について（署長）

ア 全刑法犯認知件数

発生件数 件（前年比 ＋ 件）409 64
検挙件数 件（前年比 ＋ 件）130 39

イ 特殊詐欺発生状況

発生件数 件（前年比 ＋ 件）15 3
架空料金請求詐欺 件（前年比 ＋ 件）11 1
融資保証金詐欺 件（前年比 ＋ 件）2 2
金融商品詐欺 件（前年比 ＋ 件）2 2
被害金額 万 円（前年比 万 円）1,736 8,438 1,183 7,838

ウ 交通事故発生状況

人身事故 件（前年比 ＋ 件）170 17
死者数 名（前年比 ＋ 名）2 1
負傷者数 名（前年比 ＋ 名）216 26
物件事故 件（前年比 ＋ 件）1,769 74

⑵ 令和６年大河原警察署速度取締り指針等について（交通課長）

議事概要 令和６年大河原警察署における速度取締り重点エリアや取締り

時間帯、交通事故実態等について説明等を行った。

【委員】

自転車盗難が多いようだが、被害発生が多い場所はどこか。

【署長】

管内に大学があることから、通学で利用する駅の駐輪場や、学

生が住むアパートの駐輪場で被害に遭う場合が多い。

中には、近くの駅までの一時的な移動手段として自転車を使う

者もおり、駅に乗り捨てられた自転車も多く発見されている。

２ 協議事項（意見要望等）

【委員】

大河原警察署と民間企業が連携して取り組んでいる防犯対策等

はあるのか。

【生活安全課長】

当署管内に拠点を置くタクシー会社との協定を締結しており、



犯罪被害防止や交通の安全確保対策を推進している。

事件や事故に対する情報提供を行うだけでなく、所在不明者の

手配状況も提供し、同者の早期発見にも協力してもらっている。

また、特殊詐欺被害防止のため、管内のコンビニエンスストア

、 「 」と協力し 電子マネー購入者に使用する 特殊詐欺被害抑止封筒

を活用して、特殊詐欺被害抑止を図っている。

【委員】

県内の子どもが「子ども 番の家」に助けを求めて駆け込ん110
だというニュースがあり、改めて「子ども 番の家」の必要性110
等を考えさせられた。

管内の「地域防犯連絡所 「子ども 番の家」の現状につい」 110
て聞きたい。

【生活安全課長】

現在管内には、

地域防犯連絡所 件319
子ども 番の家 件110 582

があり、警察署と相互連携した活動を実施している。

子どもが助けを求めて「子ども 番の家」に駆け込んだニュ110
議事概要 ースでは 「子ども 番の家」の住民とそこに駆け込んだ子ど、 110

もが、犬の散歩等を通じての顔見知りであったと聞いている。

御意見のとおり、助けを求めるにしても「顔の見える関係」が

重要であると考える。

「子ども 番の家」の委嘱主体は教育庁であり、警察ではそ110
の活動を支援する立場にあることから、今回の意見について当署

から関係機関に申入れをするとともに 「子ども 番の家」の、 110
方にも当署から積極的に、見守りに関する協力等の情報発信を図

っていく。

【委員】

「子ども 番の家」について、管内の小学生はどの程度把握110
しているのか。

また 「子ども 番の家」を把握するために、児童にはどの、 110
ように教えているのか。

【生活安全課長】

「子ども 番の家」の主管は教育庁であり、小学生における110
「子ども 番の家」の認識度は未把握であるが、小学校等を通110



じて児童に周知するよう申入れをする。

【委員】

「子ども 番の家」宅等の高齢化で、地域住民の協力を得ら110
れる機会が減少していると思われるが、現状はいかがか。

【署長】

「地域防犯連絡所」は２年に１回のペースで委嘱状を交付して

おり、その際に委嘱先等の見直しを図っている。

委嘱先と警察とで互いに情報共有をし、児童が気軽に立ち寄れ

るような「顔の見える関係」を築けるよう連携したい。

議事概要

【委員】

今年１月に管内のコンビニエンスストアで、電動キックボード

に乗車する若者を見かけたが、管内では、電動キックボードに関

するトラブルはあるのか。

【交通課長】

、 、昨年７月の道路交通法の改正により 特定小型原動機付自転車

いわゆる電動キックボード等に関する内容が規定された。

現在のところ、管内では電動キックボードに関するトラブルや

通報等はないが、今後普及してくれば、交通違反や重大事故の発

生が懸念される。

、 、そのため 特定小型原動機付自転車の違反や事故を目撃したら

警察への通報をお願いしたい。

【委員】

柴田町船岡東一丁目地内の交差点を毎日スクールバスで利用し

ているが、日によって渋滞しており、なかなか右折することがで

きない。

歩行者用信号が設置されているが、感応式信号を設置すること

は可能か。

【交通課長】

要望のあった交差点は、横断歩道に歩行者用の押しボタン式信

号が設置されており、車両に対する信号の設置はない。

現場を確認したところ、定周期の信号設置は、現状では困難と

判断する。

その理由は２つあり、



車両すれ違い時に必要な車道の幅員が確保できないこと

信号柱を設置する場所の確保が困難なこと

が挙げられる。

しかしこの渋滞の原因は、同信号西側にある柴田大橋入口交差

点の信号によるものと思われることから、その点の改良を求める

要望として、警察本部の信号機設置担当部署に確実に伝えること

とする。

【委員】

猟友会が使用したと思われる空薬きょうが、山や田んぼに落ち

ている状態をよく見かける。

猟友会会員に対し、空薬きょうを捨てないように指導してほし

い。

【生活安全課長】

意見のとおり、猟友会に対して申入れをする。

３ 次回の開催予定

次回協議会は、令和６年７月に開催予定。


